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乳児健康相談のご案内（離乳食講習会）
日 時　11月19日㈫　受付：９時30分～９時45分　 終了時間：12時頃を予定
対 象　２か月～１歳６か月の乳児と保護者
場 所　ぬくもりセンター
内　　�容　・離乳食講習会（栄養士と一緒に作り、皆さんで離乳食を試食します）
　　　　　・保育士とのふれあい遊び　　 ・身体計測
メニュー　・おかゆ（10倍粥） ・ほうれん草と豆腐のうま煮　・さつまいもの豆乳ポタージュ
　　　　　　・青菜と白身魚のうどん　・さつまいもとりんごのきんとん　・フレンチトースト
　　　　　　・豆腐ハンバーグ　　　　
持 ち 物　母子手帳、エプロン
定 員　10組
締 切　11月12日㈫までに電話でお申し込みください。
※募集は、定員になり次第終了とさせていただきます。
※希望により保健師による乳児相談、栄養士による栄養相談も行えます。
申込先・問合せ　健康福祉課健康推進グループ　☎ ㉙ 7071

労働安全衛生総合研究所からのお知らせ
　労働安全衛生法関係法令の改正により、４月１日から職場における化学物質規制が大きく見直し
となっています。
【変更（改正）のポイント】
　・ 化学物質の製造事業者およびそれを取り扱う事業者における危険性、有害性に関する情報の伝

達が強化されます。
　・ 事業者は、その情報に基づいてリスクアセスメントを行い、化学物質によるばく露防止対策を

実行する必要があります。
　・今後、数年かけてSDS※１やラベル※２の交付対象物質数が約900から約2,300に拡大します。
　・事業場によっては、新たに「化学物質管理者」の選任義務が発生します。
　　※１　 「Safety Data Sheet」の頭文字をとったもので、事業者が化学物質および化学物質を
　　　　　 含んだ製品を、他の事業者に譲渡または提供する際に交付する、

化学物質の危険有害性情報を記載した文書のこと。
　　※２　 SDS情報を簡略化し、化学品の危険有害性の種類や程度に関する
　　　　　情報を、容器や包装に貼り付けたもののこと。
問合せ　事業者のための化学物質管理無料相談窓口　☎ 050‒5577‒4862
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